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アイルランドにおける農民層分解と

地主的土地清掃

一一19世紀後半アイルラ Yド土地問題(3)

本多

(143) 45 

且F

一方における，法外な地代，劣悪な保有条件，いつでも追放の憂目に会う危

険性を伴った無権利，大多数がこうした劣悪な借地条件のもとにおかれた70数

万人のアイルランド農民，他方には，アイノレラ γ ド全土の 2分の 1以上の土地

を独占するイギリス人土地貴族を中核とした1000名に満たない巨大土地所有者，

この対極的な存在，これが， 19世紀後半アイルランドの土地所有をめくeる基本

的対抗関係であり 1にあの土地戦争2)が関われた基本的背景であった。では，こ

の土地所有諸関係の内部に進行しつつそれを桂梧と化L，土地戦争を必然化さ

せ畠に至った生産=農業経営にあらわれた経済的傾向は何であったろうか，言

いかえれば， 19世紀後半， とりわけ， 1870一切年代におけるアイノレランド農民

層の分解の状況と，土地所有の側からのそれへの対応はいかなるものであった

のか，これらの点の解明が本稿の課題である。それは同時に，アイノレヲ Y ド農

業，就中，農民層のどのようなあり方がイギリス産業資本への安価な労働力の

供給基盤となっていたのか，この19世紀イギリス資本主義の分析に不可欠な論

点を解明するための基礎作業の一端を担うものとなるはずである。

とはいえこの問題に関しては，総じ℃充分依拠するに足る包括的なセンサ月

。19世紀桂半アイルランドにおける土地所有関慌についτは，拙稿 119世紀控半アイルヲン円こ
おける土地所有関保とイギリス地主制度」京都大学経済学会『経済論叢』第112巻第5号1973年

11月を毒照されたいe

2) アイルランド土地戦争につし、てはみ拙稿 119世紀桂半アイルランド白土地闘争と土地立法」同
ょ，第112~苦第 1号1973年 7 月を書官軍されたい.
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資料を欠いている3l。諸文献のうちに提供されている数値は， 多くの場合断片

的で，その形式もかなりの程度まちまちである。本稿の分析は，これらの数値

を可能なかぎり調整的に利用しながら，当該時期のアイノレラ γ ド農業の内部構

造にあらわれた基本的傾向を概観するこころみである。

I 農民層の分解

187&-80年代の農民経営相互D関係を検討することに先立って， 19世紀中葉

から後半を通じてのアイノレランドにおける面積規模別農場分布状況ならびにそ

の変化に注目しておきたしべ第 1表〉。

第 1表面積規模別農場数

農場規模 | 1841年 1851年 f1s臼 m 年|四年 11肌年 11則年
，ー拘 ヲ弱 ラ6

1 未満 ? ? ? 55，628 74，328 

民町以以LいEJ時~55b植未v満前

310，436 f 84.4 88，083 f 52.3 85，469 74，807 67，口71 63，46 62;855 

252，79 191，85
、

183，931 171，383 164，045 156，661 154，418 

79，342 9.6 141，311 23.2 141，251 138，647 135，793 133，947 134，091 

30 以上 48，62.."> 6.0 149.090 24.5 157.833 159.303 159.834 162.940 164，483 

P 126，382 P 130，282 131，662 

? 29，057 31，451 31，387 P 32，658 32，821 

総農場数 h25，5161∞仰田61∞4 1 
572，640

1 

590，175 

〔出所JH. Mortens， Die Agra門芭ifm明 朗 間 lrland，1915， S. 15， S. 268， M. J. Bonn， 
Modern lreland and品の Agrarian Problem， tronslatcd from由。 Gcrrnanby 

T. W. Rolleston， 1906， p. 46， B. L. 5010、N'.The Land Ouestion and fhe I.円 sh

Ec倒 on肌 1870-1903，1971， p. 108， G. O'Brien. The E抑抑制'cHistoη of 

lreland f，問 m the Union旬 theFamlne. 1921. p. 59 より作成一

まず，イギリスの穀物法廃止(1846年〕と1840年代半ばにアイルラ γ ドを襲っ

3) 当該時期の面晴規模別分類にもとづ〈農場動面積，牛D所有頭数に関する農業統計が存在す

ることは，先津の諾労作に引用されていることからして明らかである。筆渚は残土ながら原資料
を入手していない。なお，経嘗状態をより鮮かに示l.-，本稿の課題にとってより重要な，農機具
輯駒市し労闘力等に関する統計は，おそらく 1912年以降になヮて初めて与えられるのであろうー
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た大飢鍾4lとをなかにはさんだ18U年と 51年の数字は，この10年間に農業にお

ける経営規模別階層構成に激しい変化が生じたことを物語っている。第一に，

農場総数の著しい減少である。減少した農場数は約21.7万農場にのぼり，それ

は1841年の農場総数 (1082;6万〉の 4分の 1強 (26%強〕に当っている。 これら

の数字はなによりも飢鍾のすさまじさを想わせるものである。第ーに，こり大

幅な減少吋ま， 15エーカー未満の小規模経蛍群の減少に起因したものであった。

すなわち，これらの小規模農場はこの10年間に約69.8万農場から 31.8万農場へ

とそり数を半減させたのである。第三に， 15エーカー未満農場の大幅な減少と

対照的に. 15エーカー以上の農場，とりわけ， 30ェーカ 以上の農場がその数

士急激に増大させている。後者はこの期間にその数を 3倍にしたのであった。

総じて， 1841年から51年にかけての10年間に 15エーカー未満の小規模農場

の大量の減少と，農場総数の中でとれらの農場群が占める割合の大幅な低下

(84.4%→52.3弘L 他方，面積規模の比較的大雪い30エーカー以上の農場の急増

L 総農場中に占めるその割合の増大 (6.0%→24.5%)， というかたちでの農場

面積規模別階層構成の大幅な変更が生じたのである。この事実は，穀物法廃止

と大飢鍾の影響下において，小規模農場の破壊と農民層分解が急激に進行した

ことを推定させるに充分なものである。

4) 1845年から48年にかけて， ジャガイモが病気発生白ために大凶作におちいった (1846年には
1，600万ポγ ドにのぼpクャガイモが被害を受けて破壊された入クャガイモはアイルラ γ ド全人
口のおよそ 3分の lがもっぱら主食として強いられていた貴料であって，凶作の結果，大規模な
凱鐙が発生した 1845-年から 47:年までに少〈とも100万人が凱債のために死亡L，他方，渡航費
を何とかして枯出することができた者は，イギリス，アメリカ合衆国等への移住に生きのびる道
を求めた。 1847年から日年までに160万人以上が移住したと言われている。 こ申ような悲惨な結
果をもたらした大飢鐘はまさにイギリスによる植民地的支配が生みだLた人民にほかならなかっ
た。屠大な数のアイルランド人が餓死し，海外へ逃がれてい〈其車中に，アイルヲンドで生産さ
れた， アイルランド全人口を華うりに十分な慰物がイギリスに運び出されていたのである(凱
鍾中にあっても，オ}ト畳，小麦，大麦，牛等白轟脅産物田生産は維持され ζおり，オート麦，

小麦， 大麦などはむしろ， その後生産は低下していて， この飢値期に最高の生産水準にあった
とさえ言える。 小査は， こ申時期， 毎年50万トン以上がイギリスに輸出されていたE言われて
いるL 堀抱説子『アイルランドの反乱Jl1970:年，阻-91ベージ， M. Hayden & G. A. M曲目n，
A Short Histo7j! of the lrish Fを'otle，1921， pp. 496-499， D. A. E. Harkness， lrish 
E:rni.gration， in lnternational Migrations， edited by W. F. Willcox. 1969， p. 265 



48 (146) 第 116巻第3田 4号

だが同時に次の点を看過することはできない。 18出1年の時点において， 15エ

ーカー未満農場は総農場の過半 (52.3%)を占めており， 30エーカー未満全体の

農場をとれば， それは 75.5%という極めて高い割合となっている。つまり，

1840年代の大規模な農業変革ともいうべき過程のなかで，大量の小規模農場0)

解体と規模の比較的大きい農場の急増をみる一点， 1850年代に入ってなお依然

として，アイルランド農業は， 30エーカー未満の小規模農場がその数において

圧倒的に高い比重を占める状態を維持していたのである。

ところで，同じ第1表から， 1851年以降の50年間は，激動の10守聞に顕著に

現われたこの同じ傾向が，漸次的に進行する過程であったことを示している。

第ーに， 30エ カーを境に，それ以下の農場群が， 1ユーカー未満の農場を除

いて，ほぼ一貫してその数を減少させており，他方，それ以上の農場群は一貫

Lて増加している。第二に 1エーカー未満の極零細な農場は， 1841年から51

年にかけて大量に減少したのであったが，その後着実に増加している。第三に，

30エーカー以上の農場の一貫した増加のなかで， 100エーカー以上の大規模農

場がわずかづつではあるが増加し 3万農場以上を数えるに至っている，等々

である。

面積規模別農場分布とその変化にみられる以上田特徴的事態は，いかなる経

済的意味，農民経営相互のどのような新たな関係由形成を表現するものであっ

たのだろうか。こ乙で，右の面積規模別農場分布の変動の背後で進行した耕種

農業の衰退と，とくに大規模農場の主導下での牧畜業の発展の事実に，さ Lあ

たり必要なかぎりで触れておかねばならないへ
¥ 

第 Z表は， 1854年から74年までり20年間と， 1874年から1912年まで<038年間

における面積規模別農場群の耕地面積増減率を示したものである。 1874年に至

る期間に， 500エーカー以上の最大農場における43%を最高に，以下16%に至

る割合で，全ての階層にわたって耕地面積が大幅に減少しているυ1874年以降

5) なおこうしたアイルランド農業の発展に関しては次稿「アイルラγド農業とイギリス資本主義
〈仮題)Jで詳細に検討する予定である.
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においても， 500エーカー以上の

農場で例外をみることができるも

のり，それ以前の時期と劣らない

程度自規模で耕地が引き続き減少

Lている。ただ， 74年以降におい

ては，それ以前とは逆に，小規模

農場における耕地の減少の程度が

大規模農場に比べてより大雪〈な

ってし、る。

こうした耕地面積の大幅な減少

第2表農場規模別耕地面積増減率

農場規模 1 1制~1874年 1 187い1912年
1以上エ5未カ満 -1%  6 -4%  1 

5以上 15未満 - 18 -33  

15以上 30未満 - 21 - 31 

30以上 50未満 - 23 - 25 

50以上1凹未満 --' 24 18 

1∞以上2口日未満 - 31 7 

20日以上500未満 - 34 8 

500 以上 43 十 27

〔山所J }ol回目山p~r， Repurl in Agriαd加 ral

Statistics 1847 to 1926 

の意味は何か。第3表は，各農場における耕地と草地との割合を農場面積規模

別に示す1871年の数字である。

ここで，農場面積が大きくなれ

ばなるほど，耕地に比して草地

の割合が高くなり，逆に，面積

が小さい農場ほど，草地に比し

て耕地の割合が高〈なっている

ことがわかる。 30エーカー以上

の農場は農場面積の50%以上が

草地であり， HUエーカー未満，

就中， 15エーカー未満の農場に

あっては，農場面積の 50%近

し もし〈は60%以上が耕地で

第3表 1871年における農場規模別

土地利用り割合

農場規模|耕 地 1草(Grass地〕 荒装地

エーカー ラ6 % % 
1 未 満 85.1 5.5 8.4 

1以上 5未満 63.5 27.5 7.9 

5以上 15未満 47.4 42.9 9.0 

15以上 30未満 40.6 48.1 10.7 

30以上 5日未満 35.3 51.1 12.8 

50以上100未満 28.9 54.8 15.1 

10日以上200未満 21.3 57，2 19.4 

200以上5C日未満 12.7 52，5 31.4 

500 以上 3.2 3~.2 60.3 

会 体 | 21.0 

[出所JH. Martens， a. a. 0.， S. 36 

ある。 500エーカー以上の農場は， 一見したところ例外をなしているようにみ

える。そこでは草地の割合が33，2%である。 しかし， 60，3%を占める荒蕪地の

存在を考慮しなければならない。との群においては，農地面積のなかで占める

草地の割合こそが重要であって，それは極めて高< (90%強入逆に，耕地の割
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合が問題にならないほどに微小である。総じて，農場面積がより大きくなるに

つれて，農業経営の重心が草地すなわち牧畜に傾き，より小さくなるにつれて

それが耕種農業に傾いているのである。

こうしたことから，同じく耕地面積の減少であっても，農場面積の規模の大

小によって，そのもつ意味がはなはだ相違していたことがわかる。すなわち，

30エーカー未満の農場，わけても， 15エーカー未満の農場では，耕地面積の大

幅な減少は，部分的には，耕地の草地へ白転換，耕種農業から牧畜業への切り

かえを意味しはしたものの，主として，耕種農業を主体とする農業経営それ白

体の零落・破綻を表現するものであり，他方， 30ェ カー以上の農場にあって

は，それは主に，耕種農業から牧畜業への転換，経営の改良・強化を示すもの

であったと考えられるのである。事実，耕種農業から牧畜業への転換は，やや

先どり Lて言えば，当初，より規模の大きい農場を先頭にして展開L，その後，

小規模農場の零落化を伴いながら全ての農場を包撰する全構造的なものとして

展開していったのである。

したがって，こうした牧畜業，と〈に肉牛飼育業の発展〔第1図〉の事実に着

第 l国アイルランドの家畜頭数 目すれば，さきの農場規模別階層
(単位1 ，OOO~l)

関 00

サ全体

…/---'ーシベご
〆J¥-'戸一 、、 もar戸、¥土

制。ト/グユ2225
~ー l'巳二川'"

却nll~. _____ 

!o(防)ト豚

学['1

一一一-一一一一一
1847 '56 '66 '76 駒 山年

[出所JB.R.MiもI'hel1， Ahstrat':t of R円 tich

Hist01官 alSt叫 istics，1962， pp. 84-85 
より作成.

構成の変化に示される傾向の意味

をとらえるためには， より立ちい

って，ほかならぬ各農業経営群に

おける各種牛所有分布状況を見る

乙とが決定的に重要である。この

点から， 1870-80年代の農民経営

相互の関係を一層詳しく検討する

ょとにしよう。

第 4表は， 187工年における面積

規模別農場数とその構成比率，各

種牛所有頭数比率，ならびにー農
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1871午における各種牛所有状況

注)
牛所有百分比 一農場平均牛所有頭数

農 場 数

農場面積 その他の牛(主に肉牛〉 その他の牛(主に肉牛〕

2 歳tUl2官tf'~ll 歳未満
乳 牛 全 牛

2歳以上官加l歳末満
乳 牛

1 未エーカ満ー
P 0.1 

1以上 5未満 74，807 0.8 0.05 0.09 0.2 0.5 

位 5以上~ 15未満 171，383 28 14 15 2.8 0.2 0.4 0.7 1.4 9.7 

138，647 5.6 0.6 1.0 1.4 2.6 

30以上~ 50未満 72，841 129 45o 2172 682 
19.8f65.4 19.U64.1 9.4 1.3 1.8 2.3 4.0 

位 50以上~10日未満 55，075 19 21 21 15.5 3.0 3.1 3.4 6.1 

21，319 

22337504、r3.9 

11.8 12.0 28.6 9.3 6.0 4.7 8.7 

Z回以上~5叩未満 8，291 113 3I 1 47.6 23，4 9.9 5.1 9.0 
位

500 以上 1，777 0.9 0.8 59.5 34.8 12.9 4.4 7.3 

1 100.0 I 100.0 I 100.0 I 100.0 I 100.0 I 

第 4去

(
]
戸
品
。
〕
印
]
{

注) B. L ソロウが挙げてし、る百分比とH マノレテ γス白挙げている実日教とは照応してu、ない。 しカし，わずかの相暗であるので，

百分比はソロウの数字を利用した。実敢について.30ェ カ 以上は一括した数字しかわかbなかった。ソロウの比率を使って，

， 30エーカー以上回農場数を分書した， 1エーカー木満の実数はわからない。およそ4，9万程度と考え GIiる@

〔出所JH. Martens， a. a. 0.， S. 15， S. 38， B. L. Solow， o.ρ 口t.，p. 108 より作成。
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場平均牛所有頭数を示したものである。牛所有の分布における不均等が非常に

著しいことがわかる。ここではひとまず，農場面積15エーカー未満の農場群を

下位の群， 15エーカー以上で100エーカー未満の農場群主中位の群， 100エーカ

以上の農場群を上位の群とした九

下位の農場群はおよそ 295，000農場からなっており， それは総農場の過半に

近い49.7%に当っている。だが，尾大な数の農場からなる乙の群に所有されて

いる牛はごく少数である。主に肉牛からなるその他の牛で 1歳未満の幼牛の

16.8%， 1歳以上で 2歳未満の牛の10.7%， 2歳以上の牛の 5%がこれらの群

に属しているにすぎない。分布の比重が最も高い乳牛についてさえその比率は

18.2%である。ー農場当り平均牛所有頭数をとれば 1エーカー未満の農場は

もちろんのこと， 5ューカー未満で 1エーカー以上の農場ですら，各種の牛を

総計してなお 1頭の牛も所有していない状態である。 5エーカー以上で15エー

カ←未満の農場においても所有する牛の頭数は極めて少しその他の牛を各年

齢別にそれぞれ1頭以下， 乳牛を1.4頭所有しているだけである。総じて，農

場面積回エーカ 未満の下位の農場群は，アイルランド牧畜業の底辺にあって

m大な数にのぼる農場群を形成する一方，その経営規模は極めて零細であり，

牛の所有分布において著しく小さな割合を占めているにすぎない。わずかに，

乳牛と肉畜用幼牛段階にある 1歳未満の仔牛の所有においてやや目立った程度

の位置を占めている状態である。

15エーカー以上で 100エーカー未満の中位の農場群は農場総数の45%を占め

6) 農場面積を基準とLた農場群の分類においては.そこに経済的意1味を過度に付与することは危
険であろう。とりわけ桂にも触れるように，牧畜業を扱う際にはそ田点はなおさら留意しなけれ
ばならない。しかし，本稿自分析が目的とする，干の所有における集積・集中の程度と農民経営
相互の関係を検討する上で，ここで採用した分類は十分有効であったL，.また，警告料上の制約を
考慮するなら許されるであろう。こり点は行論のうちに諒解していただけると恩九なお，平野
義太郎氏も，同じく.15エーカー未満， 15エーカー以上で100エーカー宋満， 100ェーカ 以上と
いう具合に農場を三つの群に区分して分析されているコまた，マルクスも，同じ分類基準を採用
L， 100エーカー未満の農場を経営する者を中小惜地農実者としている. 平野義太郎「アイルラ
ンドにおける土地問題J W歴史科学』昭和11年S且号. 6月号所収参照，マルクス『資本論』第
1部青木書唐版 1080.1田Dペーシ事照ー
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ている。この農場群は，その他の牛の 2歳以上のものの41.1%， 1歳以上から

2歳未満のものの58.2%，1歳未満の65.4%，また乳牛の64.1%を所有している。

それは，この農場群が総農場数に占める割合 (45%)とほぼ同程度かそれを少々

上まわる程度 (41~65%) の牛所有率といえる。こうした農場数比率と牛所有比

率との相応，つまり，平均的所有規模という点において，一つにはいわゆる中

位の群としてこの群を総括することができるといえよう。さらに，およそ 5頭

から15頑というこの群の乳牛を含めた全ての牛の各農場平均所有頭数は，下位

の群のそれι比較すれば一定程度大きいものといえる一方，少くて30頭，多〈

て60頭近くを所有する上位の群に比べれば 2分の l以下というわずかな程度で

あって，こうした点においてまた，この群が占める位置がまさに中位のもので

あるといえるのである。と同時に，上記の 5頭から15頭という平均所有頭数は

一定の幅をもつものであり， Lたがって，この群を中位の群として一括したも

のの.その内部にあっては，各亜群の経営規模にある程度の格差があることは

言うまでもない。 もとより 15エーカー以上で100エ カー未満というかなり

農場の面積規模にへだたりのあるものを一つの群として扱ったことからして，

この点は十分に予想されたことではあるが7l。

農場総数の20分の 1(5.3%)を占めるにすぎないわずか 3万強の100エーカー

以上の上位の群は，その他の牛で 2歳以上のものの過半 (53.9%)を所有してい

る。また 1歳以上で 2歳未満の牛の31.1%， 最も分布率の低い 1歳未満の牛

と乳牛でさえその18%近くがこの群に属している。さらに，個々の農場は，す

7) めでも触れているように，中位の群をどこからどこまでに限定するかという点が非常にむずか
しい，後述するように，少〈とも30エーカー未満田農場では，明らかに自立的小農経世が不可能
であり， 15エ}カー未満と15，.....，30エーカーとを経営の零落状態において厳世に区別することはで
きないであろう固ただ，後者が前者に比べて，まだしも，農場桂営に少しでもふさわしい規槙の
面積であるということ，ならびに，面積規模で下から数えて.15エーカー未満り農場が総長場D

50刊をほぼ占めていること，こうした点で下位と中位とを15ェーカ の基準で区別した.他方，
上位との区分についてであるが，中位の上層に位置する50エ カ 以上で 100エ カ 未満D農
場は，中位の他の農場と比べてかなり多数の15頭という牛を所有している.しかし.本論で述べ
ているように， ζ の15:頭は，少〈て30頭以上という上位白群に比較すれば わずか2告の l以下
旬所有規模にすぎない.したがって，マルクスの言に頭るまでもなく. 100エーカーの綜で上位
と中位を区分するのが妥当とU えよう a
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でに述べたように， 3(}-60頭という相当多数の牛を所有している。とりわけ，

2歳以上の牛を，下位・中位の群に比較して，目立って多数所有している。総

じて，小数の農場群でありながら，かなり大きな経営規模を誇る上位の群が，

発展するアイノレランド牧畜業，わけでも，肉牛生産業において，極めて程度の

高い生産の集積を実現していることがわかるのである九

とζ ろで，ありうべき誤解を避けるために，また，農民経営相互の関係を違

った指標から検討するために， 1871年における各農場群の農場面積と絡農場面

第 5表 1871年における各農場群農地面積

G丘似値〕

農場平均面積
農場群 耕地 crop 草地 grass

耕地|草地

エヵ
199 6 エーカ 99 6 エカ- エ】カ

下位 1，080，992 868，626 4.3 3.5 

中位 3，416，101 611 5，135，968 51 13 19 

主位 1，131，526 201 4，07側 8 40 36 130 

全体 I5仰 19 叫10問自 1刊
注1) 1871年における各群農場面積の統計数字は得られなかった。

本妻の数字は，マルクスによって紹介された18臼年における

各農場群農場面積を借用し，それを， 71年の数字を近似的に

示すものとして矛J用して計算したものである U

2) 下位の群。一農場平均面積は. 1エ カー未満の農場を除外

した数字である。

〔問所JH. Martens， ebenda， S. 36，マルクス『資本論』第 l剖L

長谷凱祝，青木喜庖版，上岨9ベージより作成。

積に対するその割

合，就中，耕地の

それを近似的に示

す数字を挙げてお

こう〔第 5表)。と

いうのは，これま

では，主に，牛の

所有分布状況を検

討することをつう

じて，農民経営の

相互関係の分析に

つとめてきたが，

十全を期するため

8) ところで以上司分析結果は，平均数値において示されたもむであり，まずこ，農場面積を指標と

する階層区分にもとづいた数値から得bれたものであって，したがってそれは，牛の所有におけ

る集積の度合じならびに牧畜経嵩を主とする農場聞の経営規模の相違D程度を，いくらかより

滑らかに均した形で表現しているといえよう。さらに酪農業についてはより一層綿密な検討が必

要であろう。乳牛は肉畜幼ヰ飼育用の牛乳を供枯すると同時に，当然のことながら，酷農用にも

それを供給していた。酪農を主柱とする大経営が，上位の群に限らず，中位，下位の群の中にさ

え存在することが十分予想される。というのも，周知のように，酪農業はより集約的であり，し

かも，これ支で検討た加えてきた数値が，その他の牛に比べて，乳牛が下位と中位。群にも比較

的多数所有されていることを示しているからである。本稿では，乳牛に関するこうした問題を指

摘するにとどゐ，さしあたり酪農を捨象して分析を行った。
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には，牧畜業の発展とは対照的にますます衰退しているものの，下位の農場群

においては依然として経営の中心に位置する耕種農業からする検討が補足され

なければならないからであるヘ

第 5表では，当然予想されるように，牧畜向きとみなすことができる草地に

関しては，全農場のおよそ50%に当る下位の群に全草地のわずか 9%近くが，

45%の中位の群に全草地の51%近〈が， 5%の上位の群に40%近〈が属してい

る。先に見たそり他の牛の 2歳以上のものの所有分布比率 (5%-41%← 54%) 

とほぼ同程度の割合いを示しており，草地の集積程度が極めて高いこ kがわか

る。 つぎに問題となる耕地に関してであるが. 下位の群に全耕地の 19%近く

が， 中位の群に61%近くが， 上位の群に20%近くが属している。 また， 平均

すれば 1エーカー未満農場を除いた下位の群の各農場はおよそ 4エーカーの

耕地を所有し，中位と上位の各農場はそれぞれ約13エーカーと約36ューヵーを

所有していることになる。耕地に関しては，その度合はやや低くなるものの，

先に見た， その他の牛の 1歳未満の幼牛および乳牛の所有分布比率(第4表参

照〕とほぼ同程度に高い集積・集中比率を示している O そして，ここでも，よ

り多〈の牛を所有し，より大きな草地をもっ農場が，より大きな広い面積の耕

地を耕作しており，他方，より少い牛を所有し，より小さな草地をもっ農場が，

より小さな耕地しか耕作していないことがわかる。 しかも， 同じ耕種農業で

あっても，おそらく「位の群になるにつれて，生活自給的ジャカ日イモ生産主を主

とする零細経営としづ性格が色濃くなる一方山，上位の群になるにつれて， 家

畜飼料を中心とする商品作物的生産という性格が強くなると考えられるのであ

る'"。

め だが，耕種農業の具体的中味にたちいった，しかも農場群別の分析を行う乙とはできず，ただ，
各群の耕地面積の世'.m地面積に3与すする割合，それも近似的なそれを呈示するにとどめぎるをえな
治、ったa

10) ジャガイモは賞者の作物であるJ. 酉部地方に多数見ることができる小さな農場の農民は，
家族の生活に必要なオート麦，ジャガイモ， ミノνク等を生産しているだけで，地代は農業以外か
らの収入によって支払っていた。 M.J. Bonn， Jl，ioderη lreland and Her Agra円anP.問 blej訓，
tc四 slatedfrom the German DV T. W. Rol1e叫on，1906. pp. 35， 43 
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以上，牛の所有と草地の所有における著しい不均等，ならびに，耕地の所有

における不均等に示される農場群聞の経営規模の大きな相違は，以下の ζ とを

予想さサる。

15エーカー未満の下位の農場， 就中 5エーカー未満の農場にあっては，

M. J.ボYの印象的な記述却をかりていえば，その経営規模は極めて小さく，

土地から得られる収入は，地代と租税に取られてしまい，家族を養うには到底

不足し，いや，その収入をもってしても，地代と租税を支払い，ルトリック司

祭へ供物することにも不足し，別途の収入源を求めることがどうしても必要と

なる。こうした農場を経営する農民の多くは，分解の観点からするならば貧農

であり 3 同時に，むしろ主として自分の労働力の販売に頼って生活するほかな

らぬ土地もち労働者である。他方. 100エーカー以上の上位の農場群において

は，その経営規模は牧畜と耕種農業の双方にわたって相当程度大きしこう L

た農場群のなかには，農民家族の労働基準量を明らかに越えるほどの経営規模

に達していて，したがって，後述するように，賃労働の雇用に頼らざるをえな

いものと推定される経営，すなわち富農経営・資本主義的経営の存在が予想さ

れる。最後に，以上二つの群の間にあって，総農場の半数近くを占めるm;大な

数からなる中位の農場群についてである。牛の所有規模，農場面積規模におい

て，上・下位の群に比べて，この群は中位の程度を示している一方，この群そ

のものの農場開にはその経営規模に花当大きな幅をみる乙とができる。すなわ

ち，この群は，自立的小農経営を維持することが明らかに不可能であると考え

11) アイルランドの肱耕地白過半近〈に作付されている才一ト査(188α年におけるオ トま作付両

積は輯耕地3.171.259ェカ の45刊に当る1，381，928エ フわ であった。A..，.土ultural..':歳出lstuS.

I同land. 1881)は， その収穫の3分の2近くが家畜劃料用であったと考えられる (1912年白
数字であるが，総生産高95.5万トン白うち 60.7万ト γが家畜飼料とLて消費された。 E.J 
Riordan， M仇iernD月品 Tradeand lndusttでY.1920， p. 61)固大規模な牧薗佳首農場におい
て，こうした飼料用オート麦が栽培されていることを確証する賢料を入手していないが，大牧畜
農場は多数の家畜を所有していも多くの飼料が必要であり.しかも，同時に相当大きな耕地を
所有していることから推察して，そこでの耕種農業出家畜飼料作物を生産していることは十分予
想される.

12) M. J. Bonn. op. cit.， p_ 53 
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られる農場面積30エーカー未満農場'"をはじめとした，下位の群に連なる多数

の窮迫農場と，他方 1人ないL2人の賃労働者の雇 用に依拠する少数の富裕

な農 場から構成されている。つまり，中位の群を構成する経営主の多数は，ご

〈少数 の 富 農 層 を 分 出する一方，その多数が貧農層へと没落しつつある，まき

に分解の過程にある中農に該当する農民なのである。

さて，こうした予想を大略裏書きしてくれるヲフィーヴァ叫の1880年代の分

第 6表 1880年代のアイルランドにおける農業階級と経営内容

経営規模 と 性 格
F荷 層 区 分

模 | 総 面積|地 代 1労 働 力

1 特別な事業家注1) 大(雇牧智畜農年場) 

2 借地 t農[arm業e 家
32，000 平大均農200場 約660万

tenant larmer 農場 エーカー
ニ.:..-jJ-

3 借 地 良 208，000 キ均草場640万
tenant 農場 エーカー

エーカー

4 小 借 地注農幻 365，0日O 10ポンド以片
smal1 tenant 人 下の小地

5 1;農gncu業liural-l労abo働町田者町)
143，800 

注3)

人
コネイカ

注1) a special class of per.田nsengaged in the business 

2) cottier ter祖国を多数含んでいる。

3) コ不イカ co問 m.。年価値の内容は不回咽

年20価O万値，J<γ注4ド〉

全せ農て4場ポ0合口ン万わド

告10農0場ポ1ソO~ド

10ポンド
以下

[出所) G. Shaw Lefevre， Agr昨 ianTenures， 1893. pp. 99-102.より作成。

経不営主在は l 

賃労働金者 ! 

家人賃族+1，の2 

労働者

白自賃ら事労実働上者

13) 19世紀桂半をつうじて. 1エーカー未満の農場を除いた. 30--'-.ーヵー宋満申農場が一貫してそ

。数を減らしたこと，第二に， M. J ポγによれば. 20エーカーと40エ カ の閣に，経済的

骨有地 economicholdingl:lと非経済的保有地 une..:anOI口il，; holùing~ とを分つ線が走ってU、

たこと (M.]. Bonn， ibid.， p. 56).第三に，後論で紹介するように，ラフィ グァによれば，

アイルランド農業措級の主体を構成するテナント tenantsが経首する農場が平均Lて30エーカ

ーであったこと (G.Shaw Lefevre， A，grarian Tel叫問， 189正p.100)，以上白ことから，少

くとも30エーカー未満の農場は非自立的小量経営盛場であると考えられる。

14) 前掲拙稿 119世組後半アイルランドにおける土地所有関係とイギリス地主制度」において， G

s. Lefevreを G.S.ノレフェープルと訳したが，大塚高信他U編『固有名詞英語発音辞典』によっ

てラフィーグァと萌めた。
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析を借用して. 187(}一例年当時のアイノレラ Y ドにおける農民層分解の状況を総

括しよう(第6妻〕。

ラフィーヴァは，当時のアイノレラ y ドにおける農業従事者を表示の 5つの階

層に分類している。

第ーの階層は，最上の最も肥沃な大牧沓農場を経営し，市場向け肥育牛を飼

育し，販売していて，かれらの多数は，不在の「特別の事業家 aspecial class 

of persons engaged in the business J である。

第二の階層は，干均するとほぼ 200エーカーとなる大規模な農場を，賃労働

に依拠して経営する借地農業家 tenantfarmer であって， その数は想像以上

に多<，農場数が32，C日日にものぼっている。

第一，第二の階層は，明らかに資本家的農業経常者・富農層と見なすことが

できょう 1九先に見た. 100エーカー以上のおよそ 3万農場の経営者がほぼこ

れらの層に該当すると考えられる。

第三の階層は，その規模以下では明らかに自立的経営が不可能であると考え

られる， 30エーカーという規模の借地を中核とした20万余の農場の小経営主で

あって 17イノレラ Y ド農業階級の主体を構成しているJ(ラフィ ヴア〉。この

階層は，おそらく，分解の観点からは，ひとまず中農と見なすことができょう。

とはいえ，この層は，当然のことながら，地代額にして10ポγ ドから 100ポン

ドまでの大きな幅をもち，おそら〈尼大な事実上の貧農部分を含む一方， 1""""'2 

人の賃労働をかかえた事実上の宮農層をも含んでいる ζ とに留意しなければな

らない。

第四の階層は，地代額にして10ポンド以下という極めて零細な小地)， >::経営

する小借地農 smalltenant である。ラフィ ヴァによると，かれらのうちに

は通例他人の土地の上で貧しい小屋に住むいわゆるコッティア cottiertenant 

15) M. J ボンによると， アイノレラソドの最良の牧場のテナントは「犬規模な資本家的牧畜業者
a団 pJtaliststoc:k.farmer on a large scaleJであることがしばしばであった。 M.J. Bonn， op 
cit.. p. 91 



アイルランドにおける農民層分解と地主的土地清掃 (157) 59 

が多数含まれており，かれらの多くは，土地からの収入だけでは到底生活する

ことができず，また，地代すら払う ζ とができない状態であった。かれらは，

隣接する農場での賃稼ぎ，さらには，収穫期の仕事ゃれんが製造等の仕事をも

とめての3-4カ月にもおよぶイギり旦への出稼等，自らの労働力の販売によっ

て，かろうじて家族の最低生活を維持し℃いる。かれらは，第三の階層の下層

部分につづく尾大な貧農および土地もち労働者の層であり，また典型的な「山

積ぎ農民」の実態をなしている層と見なしてよいであろう。

第五の階層は，純粋な「裸の」農業労働者である。やはりラフィーヴァによ

れば，かれらは，他人の土地で賃金めあてに働き，その多〈が，その土地にあ

弓て，通常，一片の菜園もジャガイモ畑も付属していない最もみすぼらしい小

屋に件むコザティアである。かれらのうちには，家族の食扶持を確保するため

に， コネイカ conacreといわれる猫額大の土地を， 一作期限で， 法外な地代

でもって借地し， γ ャガイモ栽培ないしは牛の飼育を行う者が多数いた。また，

賃金引下げを代償に，ファーマーの牧場で牛を飼育する許可を得て，家畜投機

に賃金を投げだす者もいた'"'。 ここには，債務奴隷的賃労働の性格を色濃く帯

びたアイノレラ Y ド農業労働者の姿の一端をかいま見ることができょう。

ラフィーヴァの分析は. 1880年代において，アイルランド農民層が両極に分

解していて，経営(営業〕の性格を異にする農民層，農業従事者から構成されて

いる事実を示している。すなわち，それらは，農場面積 100エーカー以上で，

総農場のおよそ 5%強に当る約3万農場を経営する「特別な事業家」および

「借地農業家」に代表される資本主義酌大経営主・富農，農場面積が中位の程

度(15エーカ から100.:c.ーカ一四悶〕の規模で， 平均するとおよそ30エーカーに

なる約21万農場を経蛍する rj首地農」層にほぼ該当するところの中農，地代額

にして10ポンド以下，農場面積にしておよそ15エーカー未満の小地片を経営し，

同時に労働力を販売することによっても生計を立てている約37万人の「小借地

農」のうちにみる ζ とができる貧農・半プロレタリア，最後に. r小借地農!

16) IIば>p_ 41 
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と見分けがたく連なっている約14万人の純粋に「裸の」労働者，大別して乙う

した四つの型の農業階層から構成されていた17弘

さて，こうした農民層分解は，土地所有にとってどのような意味をもち，地

主の側にいかなる対応を促したのであろうか。アイノレランド農民層の分解の進

行は，およそ50数万農場からなる無権利・劣悪保有条件を特徴とする零細小経

営とそれ寺存立の韮礎とする大土地所有，よニの土地所有の従米り枠組と衝突せ

ざるをえなくなった。なぜなら，農民層の分解は，まさに，それまでの枠組に

おける大土地所有の存立の基礎，すなわち搾山地代主担う無権利な農民の小経

営そのものの分解ー解体にほかならないからである。こうして，大土地所有は，

その存立の土台が分解していくにつれて根本的に震揺させられ，自らの存立の

危機に直面することになる。ことに大土地所有の側から直面する危機打開の

新たな対応が打ち出きれるのである。これが， 19世紀中葉から後半を通じて，

17) 農民層分解の進行，資本事的経営の形成を明らかにする上で，苛働力に関する骨折は最も重要
なものといえる。しかし，対象とする時期における労働力についての統計ほ見いだすζとができ

1912年における農場規模B農業従事者

農場規模 IA農場数 IB概員1C常雇 ID臨持雇 IC+D/AIC+D/B
エーカ満ー % ラ6 % 

30，711 

44，358 
5以上~ 15未満 154， 114.259 15， 

2:7，855 

中 30以上~ 50未満 76， 384f 45 139，644 23，956f 51 
50以上，.....，100未満 58， 1:.6，323 41，605 24， 

上 4「I2150田000以以上上以25GC OO未未満満上 272，， 7768415091 1 f5  
42，900 
11，990 8，216)-22 

1， 1，768 11， 2，666 

計 1帆蜘吋m叫肌819叫山田1叫
注〉 農場数は1911年回数値である。
[出所) Ag，加 d叫 ral品atistics1847-1926， 1930， p. 160， H. Martens， Die Agrar-

reform師 inIr!and. 1915， S. 268 より作成。

なかった固ここで，傍証として.1912年の統計数躍を呈示しておし上位の群は平均して約3人

¢賃労働者を雇用していて.それは寧族員の1.67倍に当勺ている.この群では明らかに労働力の
主力が賃労働力にあるといえる.総農場。2C分の lにしか当らないこうした上位り群に，常雇D

42%と臨時雇の22%が畢積されてL、る.
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イギリス穀物法撤廃とアイノレラ Y ド大飢僅を契機に， アイノレヲ y ド農業が耕種

農業から牧畜業へ転換していく過程のいわば裏側で，地主によって強力に遂行

せられた土地清掃 landclearanceである。

11 地主による土地清掃

地主の側の対応はまず地代をつりあげることから始まった。主立農業委員会

のアイノレラ Y ド担当副委員である T.ボ ルドウィ Yならびに C. "ハットス

Yは. 18唱O年 1月 1日付の予備報告書

で， ダェゴーノレ県 Co_Donegal の南

西部にある一所領の小きな農場におけ

る異常なまでの地代つりあげの事実を

提供している〈第 7表〕。そこでは，

1851-52年当時に 4ポンド13シリ Yグ

であった地代が. 1日年後の1861年には

1.7倍になり，約20年後の 1869年には

2.7倍になっている。 1870年代後半か

第 7菱地代引き上げの一事例

年 度 地 代 額 i上昇率

1851-52 4.E 13 s d 1 

1853 6 4 

1860 6 10 6 1.4 

1日61 7 15 1.7 

1862-64 9 

1869 12 13 4 2.7 

〔出所J T. Bald'Win & C. Robeτt田 n.
P四 J附 ，"a叩 Repo丙 ofthe 
Assis臼 ntCom.musio1府内 for
IreZ，町u1， 1880 

ら188C年代初めにかけアイノレランド全土を闘争場裡にまき込んだ，あのアイノレ

ラγ ド土地戦争勃発ののろしとなったメイオウ県 Co.Mayoの集会は，ほかな

らぬ，ハーク某なる地主による地代の法外な引き上げに対する抗議を目的とし

たものであったのである18」

18) メイオウ県の集会については，拙稿 i19世紀後半アイルランドの土地闘争と土地立法」を参照

きわたい.!cζろで. B. L ソロウは， 所得税を課税するための算定土地財産評価額統計数値
Gross Amount of the Annual Value of Property and Pro且ts，Assessed to the Jncome 

Tax， under Schedule A (for all Lands. Tenements， Tithes not r.ommuted， Manors~ 

Fines， &，心に，農産物価格上昇の条件t加味した悟正計算を行って.1865年から8C年まで地代

はわず7J>12%しか上昇しなかったとしている.女史カ~18G5年以後に限った理由は十分にはわから

ないが，女史と同じようにして1855年から65年までを計算すると，地代上昇率は33刊になった。

1855年から""年までにおよそ50%近く地代が上昇したιとになる。地代上昇率はわずかであっ

たとは言いがたいであろうーさらに，総土地財産評価額の上昇と個々の場面での地代の日|雪上げ
とはど白程度相応しているだろうかD また，右自土地財産評価額はどの程度正確に現実白情地料

を反映しているのだろうか.これらは今後四より一層綿密な樟討に待たねばならない.なお，¥
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第 8表農民追放件数

年度 被追放家族数|日再長入族許可数 注

1849 16，，69846 9 3，302 
50 19 5，403 

51 

182341，，，，，58811995346 9 7 1 3 
421，，3C328412 3 1 52 

53 
54 331 
55 525 

56 1，108 230 
57 1，161 242 
58 957 237 
59 837 346 
60 636 65 

61 

I111，，，，O79132932 6 4 4 

274 
62 243 
63 183 
64 276 
65 942 183 

66 795 185 
67 549 9U 
68 637 122 
69 374 63 
70 548 104 

71 482 114 
72 526 118 
73 671 152 
74 726 200 
75 667 71 

76 553 85 
77 463 57 
78 980 146 
79 1321 38 140 
80 2，110 217 

言十 州肝 I21，340 

注) 187(卑以降の数字は，借地人
として再入許可された者だけ
の数である。

C出所JB. L. Solow， ot. cit:.， p 
55 

第 116巻第3・4号

つぎに，地主は，この引き上げた地代を基

準に，地代滞納を根拠にして，農民の追い出

しにかかるのである(上記メイオウ集会は地主

による追放の脅迫・強要へ白抗議をも目的として

いた)。第 8表は 1849年から1880年までの毎

年の農民追放件数を示している。表示件数は

警察当局が把握したものであって，実際の追

放件数はおそらくこれを上まわるものと思わ

れる。だが，こうした表示のj阜放件数ではあ

るが， 1849年から1880年に至る約3(}年間の被

追放家族数約 9万は， 188fr年当時のアイルラ

ンド農民・農業従事者70数万人〔第6表参照。

第 2，3の暗層については，ー農場をー農民家族が

経営するものと仮定した。〉の一割をはるかに越

えるものであって，それは，農民追放がいか

に大規模に展開されたかをよ〈示している問。

では，それまでその存立の基礎としていた

多数の無権利な小農民経営を「清掃」した後，

地主はいかなる基礎上で大土地所有を維持し

ようとしたのであろうか。そのιとを示す典

型例を，中央アイノレランドと西部アイノレラン

ドの境に位置するポロザク領 Pollock.Estate

の事態叫に見ることができる。

¥ソロウ女史は， Schedule B (in respect of the Occupation of Land， Tenements. and 
Hereditaments)すなわち土地等の占有田cupationにもとづく所得の統計を， Schedule A と
間遭って使用している。ただ，女史の12%は.Schedule Aで計算しても，そ白場合， 1869年か
ら1881年目数値乏してであるが，だいたいあては玄ぞっている。 Cf.R L 向、low，Th"， T.and 

Q出 stionand the lrish Ec01回 my，1870-1903， ，1971. pp. 57-70，品atuticalAhstract 

j白 the United KingdO'Tn 1856 1870. 1869-1888 
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ポロック某なる人物はスコットラ γ ド人の地主で あり. また農業経蛍者

farmerでもあった。 スコクトラ Y ドにおよそ 1万エーカーの土地を所有する

かれは. 1850年代に， アイノレラ Y ドのゴーノレウ zイ県 Co.Galwayにある農地

farmland約3万エ カーを，負債所領裁判所 Encu皿 beredEstate Court211を

通じて購 入した。乙れが上記ポロック領である。かれは，スコットラ Y ドでの

経験を生かして，アイノレラ Y ドの広大な土地で牧畜を中心とした農業経蛍を行

おうとしたが，かれが手に入れた土地には多数の小借地農が住んでし、て，土地

は小さな 借 地 に 分 割 されていた。こよに小借地人の大清掃が必要とされ，遂行

されるのである。

ポ ロックはまず，農民たちにかれらの動産 (crop，stock)に対する一定の補償

を与えて，その上で，か れら を土 地か ら立 ち退 かせ ることに成功した。つぎに

ポロザ クは，農民を一掃した土地に排水等の改良を施L.それらの土地を耕作

19) ソロウ女史は，まず1854年までは飢鍾の窟響として例外胞に扱った上で. 18日年から8C年まで

の追放は，再入許可者。回antおよび caretakerとして)を差L引くとたいした事情ではなか

ったとLている。また，追放は地代不払いの場合を除いてはまれであって，総じじ 19世紀中葉

白アイルランド農業史において追放は小きな断片にしかすぎないと主張している。まず第一に，

飢謹の時期に見る乙とができる基本的傾向が， その後も漸次的に進行したのであって， 1854年以

前と以後を切り離すこと自体に問題がある。第二に，追放はまさに地代未払い 滞納をこそ最大

の口実として遂行されたのであって，アイルランドの多数の農民が地代滞淵という栓がれた窮迫

状態におかれていたζ とよそ問題なのであるa 第三に，再入許可者についてであるが，かれらを

差しヨ 1，、てもなお8方強の家族が3C年間に追放されたのであって，決して小さいとは言えないD

さらに，再入を許可されるのは，女史も述べているように，少くともそれまでの地代滞納分を支

払った上でのことであって，地主の追放手段はまことに威力のあるものなのであった。さらに，

再入許可者がその後どのような関係のもとにおかれたのかということが重要な問題なのであるが，

と白点は桂請で触札るo Cf. B. L. Solow. ibid.. pp. 51-57 

20) B. L. Solow，めid..pp. 88-90， H. Martens， a. a. 0.， 5S. 17-18， J. Bateman， The G向at

Land.究開ersof G問atBrit:a帥 &1，問land， 4th edn.， 1883， repr. edn. 1970， p. 362を整理

した.マルテンスは，ボロック領がロスコモ γ県Co.Rc焔COilllllon にあったとしているが，こ

の点につい℃は，ソロウとへイトマンの言うゴルウェイ県 Co.Galwayが正しいであろう。

21) 1849年に公布された EncはmberedEstate Actにもとづいて設置された「抵当に入ってL、る

破産所領の譲渡のためり一種。破産整理委員会J(M. ]. Bonn， op. cit.， p.60)のことである。

のちになって，それは1858年の補充立法で iLandedEstate CourtJに改組され，抵当に入っ

ていない土地についても当委員会を通じて販売することができるようになった (H.Martens， 

ebenda. S. 16)。こり委員会を通じて. 1剖8年から58年ま Eに2，300ポンドりート摘が.18団平か

ら89年までに2，900万ポンドの土地が販売芭れた咽土地の購入者自多数は資本家で， なかには大

きな保険会社もいた (abanda，S， 16， M. ]. Bonn，必id.，p. 60)。
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と牧畜の両方に適するいくつかの大農場に分割した。 ζ うした上で，ポロヅク

はそれらの大農場を低くて年200ポYド，高い場合には年2，0日日ポYドにものぼ

る地代で，四年間もしくは21年間の定期借地 leaseで借地農に貸し出したので

ある。

同時に，ポロックは，入手した土地の一部をそれまでの寸吋昔地の状態のまま

で維持し， それを200人の零細な年借地農 smallyearly tenantsに貸し出した。

これらの小借地農場の地代は平均して 9ポγ ドという少額であり，そこでの経

営は極めて零細な状態であった。これらの小借地農民は，農業収入だけでは地

代すらも支払うことができず.イギリスへ季節労働者として出稼ぎに行〈か，

または，新たに創り出された大借地農場に賃労働を提供することを余儀なくさ

れたのである。

一方，追放された小借地人たちは，一部は大借地農場に雇用され，他の一部

は「泥炭地の真中に新しく小屋を建て，土地を開墾しJ (マノレテンス〉て，そこ

に住みつき，残りの一部はアメリカに移住したのであった。泥炭地に住みつい

た農民たちは I収穫をあげることができるようになるとただちに地代を支払

うJ(マルテンス〉ことを強要されたのであった。

ポロ γ ク領の事態は地主がいかなる新しい基礎上で大土地所有を維持しよう

としているか鮮明に描きだしている。地主は多数の小農民を土地から追放した

後，小農地を統合して大農場 (2，000ポンドの地代りを創設する。そこに大借地

農業家を導入し，追放された「農民」と依然として零細小地片(平均1.-"(9ポソ

ドの地1~) に縛りつけられている農民の賃労働に依拠した資本主義的大経蛍を

実現する。つまり，新たな資本主義的基礎上での大土地所有の維持と，その経

済的性格の地主的改良である。

ポロッグ領以外の所領で遂行された農民追放が，こうした地主的改良をめざ

すものであ η たと tを確証する材料は，今のところ筆者は手に入れるこ左がで

きていない。しかし，ポロック領において昆ることができた事態が.すでに確

認した農民層の両極分解の進行の基礎上で遂行されたものであり，しかも同時
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に，この農民層分解を逆に一層促進するものであった乙とを考慮するなら，一

例証にすぎないとはいえ，ポロック領の例は，農民層分解の進行によって危機

に直面する大土地所有が危機打開のためにとらざるをえなかった対応策を典型

的に示しているといえよう o

とζろで，地代の滞納・未払いを口実とした農民追放→大農場の形成・資本

家的借地農の導入→土地所有のプノレジ三ア的基礎上への地主的移行，こうした

地主的土地清掃は，当然のことながら，地主的大土地所有の維持をめざすもの

であって，そこでは土地所有の権能が最大限に行使されたのであった。したが

ってまた，それは，従来の土地所有諸関係白もとでの農民層の無権利状態を永

〈維持・強化するものであった。第一に，農民追放は，すでに述べたように多

〈の場合，地代のつりあげ・搾出地代の一層の強化を挺子として，地代の未払

い・滞納の円実で遂行された。したがって第二に，零細小経営から搾出地代を

収取できるかぎり，ポロヅグ領の例にも示されるように，大土地所有ほそうし

た小経営を存続させ，それをも基礎として自らの経済的実現をはかったのであ

る。資本主義的基礎上での大土地所有の存立と搾出地代を担わされる小経営を

基礎とした存立との同時並存，後者から前者への農民にとって最大の苦痛を伴

った移行である。こうして残された多数の広汎な零細小経営(1871年において，

30~ ーヵー未満。農場は総農場0)73%を， 50ェ ヵ 未満の農場全体は85%を占めてい

た〕は， 依然として，大土地所有の支配下における劣悪借地条件のもとで岬吟

するとともに，資本主義的大経営の競争に晒され，その債務奴隷的窮迫状態を

一層深刻化させるのであった。農民追放，巨大地主による土地独占のもとでの

過剰人口の増大，土地をめぐっての「競争」の一層の激化，ならびに，追放を

免がれるためのより劣悪な借地条件の甘受，さらに，資本主義的大経営による

競争のもとでの経営の一層の破綻等々である。だが，第三に，こうした零細小

農民への搾出地代の強化は，反転し ζ，経営条件の改良，経営の拡大をめさそ

うとする富農・資本主義的経営王の足伽にもならぎるをえない。搾出地j¥;>::担

う小経営が存続するかぎりでの，公正地代=真の意味での資本主義的地代の未
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成立，すなわち，借地料の「平均利潤」部分への食い込み，土地所有による資

本の収奪である。最後に，何よりも最も悲惨な形態で無権利性を体現したのは，

ほかならぬ事実上の土地もち労働者であると ζろの貧農，裸の労働者であった。

地主による土地清掃は，すでに見たアイルラ γ ド農民層のプロレタリア化の過

程を，イギリ λ人巨大地主支配下の植民地的アイノレラ γ ドにまことにふさわし

い実に苦痛に満ちたものにした。それは，コッティアならびにコネイカ的「借

地」に示される，異i市なま C(])土地への執着~ ilJきさしならね債務奴隷的状態

におい込められた零落農民・土地もち労働者および「採の」労働者の広汎な存

在のうちに示されていることはもちろんのこと，何よりも，大量の餓死とイギ

リスおよびアメリカ合衆国をはじめとした海外への大量の移住，出稼ぎ等々の

うちに見てとることができる。 1841年から90年までの50年間に，少〈とも90万

人以上がイギリスに移住しており，また，合衆国へは， 1845年から例年までに

約350万人が移住したのである目。イギリ A への季節労働者としての出稼ぎをも

考慮するなら，より大量の労働力がイギリ 1に流出したことになる。

総じて，イギリス穀物法の撤廃とアイノレランド大飢僅を契機にして， 19世紀

の中葉から後半を通じて，地主の手によって強力に遂行せられた土地清掃，す

なわち農民層分解の進行に規定されながら，逆にそれを一層無慈悲な形で強力

に促進することを通して，新たな資本主義的基礎上での大土地所有の維持とそ

の性格の地主的改良は，まさに，あのイギリ旦が経過した16-19世紀のインク

ロージャ enclosureに代表される過程の，アイノレランド的媛小版， 層悲惨な

22) イギりスへの移住じついてであるが， B.ト マスの計算によれば， 1941年から51年までの10年
聞に約37.4万人， 51年から61年までの昨年聞に21.5万人がアイλヲソド海映を渡ってイギリスに
移住bたョ 1876年以降については統計数字が与えられていて，それによると.1876年から90年ま
での 15年聞に 155，53S人が移住し亡いる，毎年1万人以上が移民したことになる a とζ ろで，
1862年から75年までの数値は与えられていない。 しかしそ白期間少くとも毎年l万人は軒佐して
いたと考えられる(1876年から90年までは缶年の海外移民全体のうち約7分の lすなわち 6.9万
人分の 1万人強出イギリスへの移民であったが，醤年8.2万人が海外へ渡った1862竿から75年に
おいても少〈ともその8升の lに当る l万人はイギリスに渡った者であろう〕。 こうして， 1841 

午かb90年までの 50年間肥およそ90万λ近〈がイギリスに毒事件し?と乙とになる. B. Thomas. 

Migration and Ecmwmic Gra包仇 1954，p.73， W. F. Wi11∞x Ced.)， Internatωnal 

Migmtions， Vo1. 1， pp. 730-731 
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形態でのアイノレラ γ ド的再現ともいえるものであった却。

一方に， 20万人近〈の中農および50万人近くの貧農・プロレタリアートの債

務奴隷的窮迫化，他方に， 3万強の富農・資本家的経営の形成， ζ うした農民

層分解の進行と， ζ の農民層分解の基礎上で，しかも逆にそれを 層推進する

農民追放を核とした地主的士地清掃の展開，まさにこう Lた事態の進行こそが，

それまでのアイノレラ γ ドにおける土地所有諸関係を姪精と化L，土地戦争を必

然化させたのであった。すなわち，一方における，債務奴隷的貧窮状態の打破

と地主による追放反対を要求する中・貧農とプロレタリアート，他万における，

経営を改善し拡大しようとする富農・資本主義的経営主，こうした全ての階層

に共通して大士地所有の存在が耐えがたいものになれここに三F要求 (Flxity

of Tenure. Fair Rent， Free Sale of Tenant Ri悼のに代表される借地条什改善闘

争じフィーニア y Fenianの流れに示される土地革命をめざす闘争とが合流

し，全農民層・農耕階層を統ーした，地代引き下げ，農民追放反対に始まり，

農民の土地要求， 大土地所有そのものの廃絶要求にまで到達した， 土地同盟

Land League に結集する農民闘争=土地戦争が必然化されたのであった。

しかLながら同時に，地主的改良・進化は上層の農民層を土地所有の側にく

り込むことを不可避的に内包するものであった。すなわち，それは，大土地所

有の経済的実現の基礎の，農民層分解の過程で形成された富農的・資本家的経

営への移行，つま旬，資本と土地所有が共通して賃労働の搾取に利害をもっ構

造への転換にほかならなかった。したがって，農民層分解がより一層進行する

23) 封建的大土地所有を前提とLて出発し，イギリス草命における政治変革で明確にその方向生が

規定苫れ， 191!t紀中華の産業革命の鰐了とほぼ並行的に三分制の確立でもっ亡一応の完成をみた

イギリスにおける土地所有の経済的性格の地主的改良，こ白イギリス0)16-19世紀の過程につし、

ては，尾崎芳措，芋面白古文『イギリス革命における土地変革 近代イギリス農業 土地制度

「三分制」形成史序説 』最終章を参照されたいB 植民地的アイルランドに特有りより悲棲な

形態を装いながらも，イギリスの過去が19世紀白アイノレランドに再現されている。 rチ且ーダ一

期のインクロ ジャとアイルランドのc1earanceとを比較することは有益である 16世紀，

トマス モアは，羊が人闘を食うと言って非難した， 19世紀アイルラソド人は，牛が人闘を食う

と言ってf難したであろう B アイルランドの土地清掃は，ただ短期間に捧巾して遂行された

点を除いては，決してめずらしいことではないJ E. Barker， Ireland i:n thn Last Fifty 

Years 1866-1918， 1919， pp_ 44-45 



68 (166) 第 116巻第3・4号

と同時に，さらに，グヲッドストゥン土地法に示されるイギリス政府の政策が

まさにこうした地主的改良を一層前進させる方向で打ち出されるに至って，全

農民層・農耕階層と土地所有との対立が後景に退き，農民層内部の対立(富農・

資本家的経営主と貧農・プロレタリア)が表面化し， ζ こに，土地同盟内の借地条

件改良に要求を限定しようとする流れと，大土地所有の破粋にまですすもうと

する流れとの対立が激化し，イギリス政府と土地同盟内改良派との妥協という

形で土地革命は流産したのであった。


